
　

市
で
は
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
を
推
進
し
て
い
る
事
業
所
な

ど
を
認
定
し
、
そ
の
取
組
を
広
報
あ

き
る
野
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
周
知

す
る
こ
と
で
、
市
に
お
け
る
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
推
進
を

図
っ
て
い
ま
す
。
認
定
の
申
請
は
、

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
詳

し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

▽
対
象　

市
内
に
本
社
、
支
社
、
支

店
、
営
業
所
な
ど
を
持
ち
、
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
（
仕
事

と
生
活
の
調
和
を
図
る
こ
と
）
の

取
組
や
、
男
女
が
共
に
働
き
や
す

い
職
場
を
実
現
す
る
た
め
の
取
組

を
行
っ
て
い
る
事
業
所
な
ど

▽
そ
の
他　

認
定
を
受
け
た
事
業
所

な
ど
は
、
認
定
証
を
掲
示
で
き
る

ほ
か
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
に
認

定
マ
ー
ク
を
使
用
し
、
Ｐ
Ｒ
に
生

か
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。

▽
問
合
せ　

企
画
政
策
課

　

市
役
所
本
庁
舎
１
階
の
市
民
課
窓

口
で
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
が
利

用
で
き
ま
す
。
住
民
票
や
税
証
明
書

な
ど
市
民
課
で
発
行
さ
れ
る
各
種
証

明
手
数
料
の
支
払
い
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
決
済
の
導
入
で
ス
ピ
ー
デ
ィ
に

な
り
ま
す
。

▽
実
施
開
始
日　

５
月
17
日
㈪

▽
場
所　

市
民
課
市
民
窓
口
係

▽
使
用
で
き
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

サ
ー
ビ
ス　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

（
ビ
ザ
、
マ
ス
タ
ー
カ
ー
ド
）、
交

通
系
電
子
マ
ネ
ー
（
ス
イ
カ
、
パ

ス
モ
な
ど
）、
電
子
マ
ネ
ー
（
ア

イ
デ
ィ
ー
、
楽
天
エ
デ
ィ
、
ワ
オ

ン
、
ナ
ナ
コ
）、
る
の
カ
ー
ド

▽
問
合
せ　

市
民
課
市
民
窓
口
係

萩
野
セ
ン
タ
ー

（
☎
５
５
０
・
２
７
２
２
）

▽
絵
手
紙
教
室　

初
心
者
大
歓
迎
で

す
。

●
日
時
…
毎
月
第
１
月
曜
日　

午
前

10
時
～
11
時
30
分
（
祝
日
を
除

く
）

●
講
師
…
絵
手
紙
講
師

●
定
員
…
10
人
（
申
込
み
順
）

●
持
ち
物
…
絵
手
紙
の
道
具
（
貸
出

あ
り
）

●
費
用
…
１
回
千
円

開
戸
セ
ン
タ
ー

（
☎
５
５
０
・
２
７
５
５
）

▽
将
棋
教
室

脳
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

に
将
棋
を
始
め
ま
し
ょ
う
。
基
礎

か
ら
指
導
し
ま
す
。

●
日
時
…
毎
月
第
１
・
第
３
・
第
５

月
曜
日　

午
前
10
時
～
正
午
（
祝

日
を
除
く
）

●
講
師
…
髙
島
晟
さ
ん

●
定
員
…
６
人
（
申
込
み
順
）

●
費
用
…
１
回
５
０
０
円

　

認
知
症
の
症
状
、
支
援
方
法
な
ど

を
正
し
く
知
り
、
適
切
に
対
応
で
き

る
力
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
講
座
で

す
。

▽
日
時　

６
月
18
日
㈮　

午
後
２
時

～
３
時
30
分

▽
場
所　

あ
き
る
野
ル
ピ
ア
３
階
産

業
情
報
研
修
室

▽
講
師　

講
師
養
成
研
修
受
講
者

▽
対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
の
方

▽
定
員

15
人(

申
込
み
順
）

▽
そ
の
他　

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養

成
講
座
を
今
回
以
外
に
２
回
、
認

知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
受

講
し
た
方
向
け
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ

プ
講
座
を
２
回
開
催
し
ま
す
。
詳

し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

▽
申
込
み
方
法　

５
月
17
日
㈪
か
ら

電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

高
齢
者
支
援

課
高
齢
者
支
援
係
（
直
通
５
５

８
・
１
９
５
３
）

　

特
設
相
談
窓
口
を
開
設
し
、
人
権

に
関
す
る
相
談
な
ど
を
受
け
付
け
ま

す
。

▽
日
時　

６
月
１
日
㈫　

午
後
１
時

30
分
～
４
時
30
分

▽
場
所　

あ
き
る
野
ル
ピ
ア
３
階
ル

ピ
ア
会
議
室

▽
定
員　

３
人
（
予
約
制
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
相
談
を

休
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
予
約
・
問
合
せ　

市
民
課
市
民
相

談
窓
口
係
（
直
通
５
５
８
・
１
２

１
６
）

　

調
査
員
が
５
月
中
旬
か
ら
下
旬
に

か
け
て
、
事
業
所
へ
調
査
票
を
配
布

し
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
経
済
構
造
統
計
を

作
成
す
る
た
め
に
、
経
済
セ
ン
サ
ス

基
礎
調
査
や
企
業
構
造
の
事
前
確
認

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
事
業
所
や
企
業

の
情
報
を
活
用
し
、
売
上
高
な
ど
、

経
理
項
目
の
把
握
に
重
点
を
置
い
て

実
施
し
ま
す
。

　

調
査
結
果
は
、
各
種
行
政
施
策
や

学
術
研
究
の
基
礎
資
料
と
し
て
の
利

活
用
、
経
営
の
参
考
資
料
と
し
て
、

事
業
者
の
皆
さ
ん
に
も
活
用
し
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

▽
対
象　

全
国
の
事
業
所
と
企
業

（
一
部
業
種
を
除
く
）

▽
調
査
方
法　

同
封
さ
れ
て
い
る

「
調
査
票
の
記
入
の
し
か
た
」
を

ご
覧
の
上
、
回
答
く
だ
さ
い
。
回

答
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
回
答
を
推
奨

し
て
い
ま
す
。

　
　

詳
し
く
は
、
令
和
３
年
経
済
セ

ン
サ
ス
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
サ
イ
ト
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

総
務
課
庶
務
係

　

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
き
、
令

和
２
年
度
下
半
期
の
住
民
基
本
台
帳

の
一
部
の
閲
覧
状
況
（
犯
罪
捜
査
な

ど
特
別
の
事
情
で
、
請
求
理
由
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も

の
を
除
く
）
を
公
表
し
ま
す
（
表

「
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写
し
の

閲
覧
状
況
」
の
と
お
り
）。

▽
問
合
せ　

市
民
課
市
民
窓
口
係

　

国
民
年
金
保
険
料
免
除
や
納
付
猶

予
、
学
生
納
付
特
例
制
度
の
承
認
を

受
け
た
期
間
が
あ
る
と
、
保
険
料
を

全
額
納
付
し
た
と
き
と
比
べ
、
将
来

受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
額
が
少
な

く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
免
除
な
ど

の
承
認
期
間
の
保
険
料
は
、
申
込
み

に
よ
り
追
納
（
後
払
い
）
が
で
き
ま

す
。
追
納
す
る
と
、
免
除
な
ど
を
受

け
ず
に
保
険
料
を
納
め
て
い
た
方
と

同
じ
よ
う
に
年
金
額
が
計
算
さ
れ
ま

す
。

※
追
納
で
き
る
期
間
は
、
追
納
が
承

認
さ
れ
た
月
か
ら
起
算
し
て
過
去

10
年
以
内
で
す
。

※
追
納
は
原
則
、
古
い
月
の
保
険
料

か
ら
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
令
和
３
年
度
中
に
平
成
23
年
度
分

か
ら
平
成
30
年
度
分
ま
で
の
保
険

料
を
追
納
す
る
場
合
、
当
時
の
保

険
料
に
、
経
過
期
間
に
応
じ
た
額

が
加
算
さ
れ
ま
す
。

▽
持
ち
物　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

か
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
（
運

転
免
許
証
な
ど
）
、
年
金
手
帳

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

保
険
年
金
課

年
金
係
、
青
梅
年
金
事
務
所
（
☎

０
４
２
８
・
30
・
３
４
１
０
）

　

毎
月
の
国
民
年
金
保
険
料
に
付
加

保
険
料
（
月
額
４
０
０
円
）
を
加
え

て
納
め
る
と
、
将
来
受
け
取
る
老
齢

基
礎
年
金
に
「
付
加
年
金
」
が
上
乗

せ
さ
れ
ま
す
。
付
加
保
険
料
は
、
申

込
み
月
か
ら
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

※
「
付
加
年
金
」
の
年
金
額
（
年

額
）
は
、
２
０
０
円
×
付
加
保
険

料
納
付
月
数
と
な
り
ま
す
。

▽
対
象　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険

者
、
任
意
加
入
被
保
険
者
（
保
険

料
の
免
除
な
ど
を
受
け
て
い
る

方
、
国
民
年
金
基
金
に
加
入
さ
れ

て
い
る
方
を
除
く
）

▽
持
ち
物　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

か
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
（
運

転
免
許
証
な
ど
）、
年
金
手
帳

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

保
険
年
金
課

年
金
係
、
青
梅
年
金
事
務
所
（
☎

０
４
２
８
・
30
・
３
４
１
０
）

認定事業所は、この
マークが目印です

経済センサス
キャンペーン
サイト

表　住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況    ( 令和２年１０月１日から令和３年３月３１日まで )

○ 法第１１条第１項の規定による請求に係る閲覧 （国又は地方公共団体の機関からの請求）

国及び地方公共団体の

機関の名称

請求事由の概要（根拠法令など）

／閲覧日
地域（対象人数）／対象

防衛省自衛隊東京地方協力本部

自衛官等に関する募集事務とし

て募集案内の郵送等を行うため

（根拠法令：自衛隊法　第29条

第1項、同第35条）／令和3年

1月18日、19日、20日

・地域…市内全域（850人）

・対象…平成11年4月2日から平

成12年4月1日までに出生の日本

人の男女

○ 法第１１条の２第１項の規定による申出に係る閲覧 （統計調査・世論調査・学術研究等による申出）

委託元機関／申出者または法人

／代表者
利用目的の概要／閲覧日 閲覧に係る住民の範囲

東京都福祉保健局／（株）綜研

情報工芸／代表取締役社長　本

山幸二

健康増進法に基づくがん検診の

対象人口率等調査／令和2年10

月8日

・地域…野辺、入野（180人）

・対象…満20歳以上の女性及び満

40歳以上の男性

東京都福祉保健局／（一社）輿

論科学協会／理事長　井田潤治

都民の健康や地域とのつながり

に関する意識・活動状況調査／

令 和 2 年 10 月 12 日・10 月 26

日～ 28日

・地域…市内全域（1269人）

・対象…20歳以上の男女

消費者庁／（一社）新情報セン

ター／事務局長　山本恭久

令和２年度消費者意識基本調査

／令和２年10月21日

・地域…野辺（25人）

・対象…１５歳以上の男女

（独）労働政策研究・研修機構

／（株）サーベイリサーチセン

ター／代表取締役　藤澤士朗

第5回若者のワークスタイル調

査／令和２年11月10日

・地域…小川（42人）

・対象…25歳から34歳までの男女

環境省／（株）インテージリサー

チ / 代表取締役社長　小田切俊

夫

令和3年度家庭部門の CO2排

出実態統計調査／令和２年11

月16日

・地域…二宮（60人）

・対象…20歳から89歳までの男女

東京都消防庁／（株）綜研情報

工芸／代表取締役社長　本山幸

二

消防に関する世論調査／令和２

年12月2日

・地域…五日市、二宮（24人）

・対象…満18歳以上の男女

NHK 放送文化研究所／（一社）

中央調査社／会長　境 克彦

2021年3月東京オリンピック・

パラリンピックに関する世論調

査／令和2年１2月18日

・地域…野辺（12人）

・対象…20歳以上の男女

2
面
の
つ
づ
き

（3） 令和３年（2021年）５月15日  あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹

あ
き
る
野
市

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

推
進
事
業
所
認
定
事
業

国
民
年
金
の
保
険
料
は

追
納
が
で
き
ま
す

６
月
１
日
を
期
日
に

令
和
３
年
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動

調
査
を
実
施
し
ま
す

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
が

利
用
で
き
ま
す

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

養
成
講
座

住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写
し

の
閲
覧
状
況
を
公
表
し
ま
す

高
齢
者
げ
ん
き
応
援
事
業

６
月
１
日
は

人
権
擁
護
委
員
の
日
特
設

人
権
身
の
上
相
談
を
開
設

老
後
の
年
金
額
が

　

増
や
せ
ま
す

「
付
加
年
金
」


